
住宅・生活支援等住宅・生活支援等

（１）雇用と住居を失った者に対して、住居の確保の支援、継続的な生活相談・支援と併せた生活費の貸付け等

（２）ホームレス対策事業の拡充を図るため、既存建築物の借上げ方式による緊急一時宿泊施設の増設等を推進
自治体による旅館、空き社員寮等の借上げを支援

 

（10/10補助）

施策の概要施策の概要

○雇用情勢が急速に悪化する中で、雇い止めに伴い、住宅を喪失する非正規労働者が生じていることから、「生活防衛のための緊急
対策」（平成20年12月19日）において、住宅の継続使用、住宅・生活支援の資金貸付、雇用促進住宅の活用等を行ってきたところ。

○住居の状況については、昨年10月から本年４月までに雇止めとなり、住居状況について確認できた方（110,733人）の中で、3,245人
（2.9％）が住居を喪失している等、引き続き、住宅・生活の支援が必要な状況にある。
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